
 
  
 
    
 
 
 
 

小松島市在住で保育所などを利用していない児童において、一時的に家庭での保育が困難となった場合 
(保護者の入院・通院、冠婚葬祭など)に一時的に預かり、必要な保育を行います。ご利用にあたっては、事 
前に登録が必要です。料金や利用方法については各実施施設にお問い合わせください。 
 

実施施設 対象者 お問い合わせ先 

かもめ保育園 満 6 か月から就学前のお子さん ☏38-2270 

花しんばり子ども園 満 6 か月から就学前のお子さん ☏37-1015 

さかの認定こども園 満 6 か月から就学前のお子さん ☏37-1770 

こやす認定こども園 満 2 歳から就学前のお子さん ☏32-3462 

こまつしま健祥会認定こども園 満 2 歳から就学前のお子さん ☏32-0266 

 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 

利用者支援事業通信 子育て情報誌   発行 児童福祉課 利用者支援専門員 

や ま も も（小松島市） 

 

「 利 用 者 支 援 事 業 」 

事業内容   ・子育ての悩み、困っていることへの相談、助言。                  

       ・利用できる施設、制度の情報、関係機関との連絡調整など。             

対  象   子どもおよびその保護者、妊婦（子育て家庭）                    

受付時間   月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５（祝日・年末年始除く）                      

場  所   小松島市児童福祉課 （１階⑩番窓口）                        

担 当 者   利用者支援専門員                                 

       児童福祉課 子ども・子育て支援担当 

☎32－2114  Fax32－3738 

       メールアドレス  jidoufukushi@city.komatsushima.i-tokushima.jp 

 

一時預かりについて 

小松島市子育て

支援情報につい

ては、市のホー

ムページに詳し

く掲載されてお

ります。PC、ス

マホなどからご

覧ください。 

2023 年度 
2 号 11 月 

 

令和 6 年度保育所・認定こども園の入所・入園の新規利用申請が始まります！ 
申請受付期間 12 月 1 日（金）～12 月 15 日（金）まで 
入所案内は 11 月 20 日から児童福祉課、学校課、市内各保育施設にて配布予定です。 
詳しくは広報こまつしま 12 月号をご覧ください。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆休日申請窓口について 
・開設日時 12 月 10 日(日)午前 8 時 30 分～午後５時 15 分 
・開設場所 市児童福祉課および市教育委員会学校課 
◎保育所(園)・認定こども園(2 号・3 号認定分) 

 市児童福祉課 （横須町 1 番 1 号 市役所 1 階○10番窓口）  

☎32-3818 
◎幼稚園・認定こども園(1 号認定分) 
 市教育委員会学校課 （小松島町字新港 9 番地の 19 教育庁舎 2 階） 
 ☎32-3811 
  


